
申⽴書 
  年  ⽉  ⽇ 

丹波篠⼭市⻑ あて 

届出⼈ 住所                 

⽒名                 

電話                 

 

 このたび、旧所有者            が所有する下記の家屋は、別紙未登

記家屋名義⼈異動届の通り、新所有者            に名義を変更するこ

とに相違ありません。 

 なお、名義の変更後、この申⽴書に虚偽があることが判明した場合には名義の変更

を取り消され、税額の追徴を受けても異議ありません。 

 

1.新所有者 

 ⽒名              住所                     

2.旧所有者 

 ⽒名              住所                     


